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焼津市水道事業災害応急計画 

第１章 総論 

 

 １ 災害応急計画の目的、位置付け 

この計画は、大規模地震対策特別措置法（昭和 53 年法律第 73 号）第７条第２項の規

定に基づき、焼津市水道事業の大規模な災害対策について、災害時に執るべき措置及び

防災応急計画の基準となるべき事項を定め、もって住民の生活用水を確保するための防

災業務の計画的な遂行に資することを目的とする｡ 

    

【焼津市水道事業災害応急計画の位置付け】 

 

 

 

 

 

 ２ 組織と職務分担 

（１） 組織 

東海地震予知情報が発表された場合は、焼津市地震災害警戒本部条例に基づき、

焼津市水道事業地震災害警戒本部（以下「水道警戒本部」という。）を設置する｡ 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地

震警戒）及び災害が発生した場合は、焼津市災害対策本部条例に基づき、焼津市

水道事業災害対策本部（以下「水道災害対策本部」という。）を設置する｡ 

ア 水道警戒本部及び水道災害対策本部は、水道庁舎２階災害対策室に設置する｡ 

焼津市水道庁舎 焼津市祢宜島２０－１ 

 

【焼津市水道事業災害対策本部組織図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策 

基本法 

焼津市地域 

防災計画 

 

焼津市水道事業 

災害応急計画 

総務班 

班長 

水道総務課長が指名

した者 以下「総務班

長」という。 

班員 

班別配備体制表による 

 

応急給水班 

班長 

給水担当主幹又は係

長 以下「応急給水

班長」という。 

班員 

班別配備体制表による 

施設復旧班 

班長 

配水場担当主幹又は

係長 以下「施設復旧

班長」という。 

班員 

班別配備体制表による 

管路復旧班 

班長 

建設担当主幹又は係長 

以下「管路復旧班長」

という。 

班員 

班別配備体制表による 

 

焼津市災害対策本部 

(焼津市地震災害警戒本部) 

水道事業災害対策本部 

(水道事業地震災害警戒本部) 

本部長(上下水道部長) 

以下「本部長」という。 

 

副本部長 

(水道総務課長) 

以下「副本部長」という。 

副本部長 

(水道工務課長) 

以下「副本部長」という。 

焼津市災害対策本部員代理 

(事業管理担当主幹又は係長) 

以下「本部員代理」という。 

※市災害対策本部への派遣が必要

と判断または指示された場合 
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  （２） 職務分担 

    ア 東海地震注意情報発表時の職務分担 

     (ア) 水道事業班別配備体制表第２配備体制までの職員（以下、「第２配備体制職

員」という。） 

・ 水道警戒本部設置準備に関すること。 

・ 情報収集、連絡及び市警戒本部、関係機関との連絡調整に関すること｡ 

     (イ)  通常業務従事者 

・ 平常時における通常業務に関すること。 

    イ 東海地震予知情報発表時の主な職務分担 

     (ア) 総務班 

       ・ 水道警戒本部の設置に関すること。 

・ 情報収集、連絡及び市警戒本部との連絡調整に関すること｡ 

・ 大井川広域水道企業団に対し、水量を確保するよう要請する｡ 

・ サッポロビール静岡工場に対し、貯水槽に最大限の水量を確保するよう

要請する｡ 

・ 必要に応じて応援協定締結先等に対し、災害発生時の応援を要請する。 

     (イ) 応急給水班  

       ・ 応急貯水の指導に関すること。 

・ 受水槽が設置されている施設に対し、最大限の水量を確保するよう広報

活動を行う｡ 

・ 市民に対し、飲料水を確保するよう広報活動を行う｡ 

     (ウ) 施設復旧班 

・ 水源から配水場までの施設（配水管等を除く）の点検整備及び災害防止

措置に関すること｡ 

・ 配水池の水位を平常時よりも高く保持するよう運転を行い、最大限の浄

水確保を図る｡ 

     (エ) 管路復旧班  

       ・ 配水管等の災害防止措置に関すること｡ 

    ウ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）及び南海トラフ地震臨時情報（巨大

地震警戒）発表時の主な職務分担 

     (ア) 第２配備体制職員 

・ 水道災害本部設置準備に関すること。 

・ 情報収集、連絡及び市災対策本部、関係機関との連絡調整に関すること｡ 

     (イ) 通常業務従事者 

・ 平常時における通常業務に関すること。 

    エ 風水害が発生する可能性を確認できた場合（早期注意情報発表時）の主な職務

分担 

     （ア） 第２配備体制職員 

（イ） 総務班 

・ 情報収集、連絡及び市災対策本部、関係機関との連絡調整に関すること｡ 

      (ウ)  応急給水班 

・ 給水車の燃料を満タンにする。 

     (エ) 施設復旧班 

・ 施設のメンテナンス業者との連絡調整を行う。 
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・ 洪水による浸水想定区域内の上泉配水場、六軒屋配水場への浸水に備え、

土嚢を設置する。 

     (オ) 管路復旧班  

       ・ 使用予定機材及び物品等の在庫確認を行う。 

    オ 災害発生時の主な職務分担 

     (ア)  総務班 

       ・ 水道災害対策本部の設置に関すること。 

       ・ 情報収集及び市災害対策本部との連絡調整に関すること｡ 

       ・ 応援団体の受入れに関すること｡ 

       ・ 苦情処理に関すること。 

       ・ 広報に関すること。 

       ・ 市民避難誘導に関すること。 

     (イ)  応急給水班  

       ・ 応急給水活動に関すること。 

     (ウ)  施設復旧班 

       ・ 施設の復旧活動に関すること｡ 

       ・ 水質に関すること。 

     (エ)  管路復旧班  

       ・ 管路の復旧活動に関すること｡ 

    カ 水道事業職員全員の参集が困難な場合の職務分担 

       職員の参集状況により、下記のとおり分担を編成する。 

（ア）本部長の代理は、副本部長のいずれかを選任する。ただし、副本部長の参

集も困難な場合は、建設担当、給水担当、配水場担当の順に主幹又は係長を

選任する。 

    （イ）副本部長の代理は各班長のいずれかを選任する。 

    （ウ）班長の代理は各班員の中から選任する。 

      

 ３ 事前対策 

  （１） 施設等の整備 

      災害に備えた水道施設の耐震化及び円滑な応急給水、応急復旧に対応できるよ

うに各種図面等の整備を図る｡ 

ア 水源と配水場着水井を結ぶ導水管の耐震性を高め、管路機能の保持を図る｡ 

イ 配水管の耐震性を高めると共に、応急給水及び応急復旧の時間短縮を図るため、

主幹線によるブロック化が図れるよう整備をする｡水管橋等は、管体強度を高める。 

ウ 給水管については、新設、改造等の申込時に耐震性の高い材料を使用するよう

に指導を行う｡ 

エ 配水場等の経年劣化した施設については、長期的な計画を立て更新とともに耐

震化を図る。 

オ 管網図、施設図面等の各種図面を整備し、災害時に備え補完的な機能を強化す

る。 

カ コンピューターシステムのデータ保全を図るため、バックアップ体制を確立す

る。 

    （ア） 水道料金システムデータ 

    （イ） 会計システムデータ 
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    （ウ） 水道システムデータ 

       ・ 給水台帳 

       ・ 竣工図 

       ・ 上水道管理図 

    キ 風水害による被害や給水への影響を軽減するため、洪水による浸水想定区域に

ある水道施設の更新時に浸水対策及び土砂崩壊対策を行う。 

 

  （２） 資機材等の整備 

      応急給水及び応急復旧に必要な資機材等についての確保並びに情報の収集及び

伝達手段の整備を図る｡ 

    ア 応急給水に必要な資機材の整備充実を図る｡ 

    イ 水道事業用無線及び災害時優先緊急電話を整備し、情報収集及び伝達手段の確

立を図る｡ 

    （ア） 災害時優先緊急電話 

水道庁舎    → ６２４－６００３、６２４－０１４６、 

６２３－６９２６（ＦＡＸ） 

中新田配水場 → ６２４－３３１０ 

上泉配水場  → ６２２－４３０９ 

 

  （３） 応援協力体制等の整備 

      円滑な応急給水及び応急復旧を目指し、市民、応援協定締結先等との協力体制

及び受入れ体制の整備を図る｡ 

ア 自主防災組織に対し、応急給水に関する知識を徹底し、災害時の給水活動の担

い手となるよう啓発する｡ 

    イ 日本水道協会、応援協定締結先等及び民間企業との協力体制の確立を図る。 

ウ  災害時の応急給水用飲料水を調達できるよう､大型貯水槽を持つ民間企業との

協力体制を確立する。 

    ※ 応援に関する要綱・協定名及び協定先は別紙１参照 

 

  （４） 職員に対する教育及び訓練 

      災害発生後の応急対策諸活動を円滑に実施するため、職員に対し必要な知識の

習得と訓練を行い、個々の役割等について周知徹底を図る。 

    ア 災害時における応急給水、その他業務を迅速かつ的確に行うため､職員に対する

災害応急計画の周知並びにこの計画に基づく動員及び応急給水訓練等を実施する。 

    イ 訓練内容は、動員、情報伝達、飲料水の確保、応急給水、被害状況調査、応急

復旧、応援要請及び受入れ等について行う。 

    ウ 応急給水訓練は、市防災担当部局及び自主防災組織の参加により実施する。 

    エ 訓練は年１回以上実施するものとし、事前に市防災担当部局及び自主防災組織

に周知する。 

 

  （５） 市民等への周知 

      市民に対しては飲料水の確保等の知識を周知する。 

    ア 災害発生時の飲料水の確保等について、住民及び事業所等の認識を深めるため

に広報活動に努めるものとする。 
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    イ ７日間分の飲料水を各家庭で備蓄しておくことを周知する。 

    ウ 応急給水に利用できる容器は、各家庭で準備しておくことを周知する。 
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第２章 初動活動 

 

 １ 職員の動員と配備計画 

（１） 勤務時間内 

    ア 東海地震注意情報が発表された場合 

第２配備体制職員は平常の勤務体制から直ちに災害時の勤務体制へ移行し、

災害応急計画に基づき活動する。 

イ 東海地震予知情報が発表された場合 

全職員は速やかに災害対策業務に従事する。 

ウ  南海トラフ地震臨時情報が発表された場合 

第２配備体制職員は平常の勤務体制から直ちに災害時の勤務体制へ移行し、

災害応急計画に基づき活動する。 

エ 東海地震注意情報の発表、東海地震予知情報の発表及び南海トラフ地震臨時

情報が発表されず、地震が発生した場合 

全職員は速やかに災害対策業務に従事する。 

オ 風水害の発生の可能性を確認できた（早期注意情報発表時）場合 

第２配備体制職員は平常の勤務体制から直ちに災害時の勤務体制へ移行し、

災害応急計画に基づき活動する。 

カ 風水害により水道施設に被害が発生した場合 

第２配備体制職員は速やかに災害対策業務に従事する。 

  （２） 勤務時間外 

    ア 東海地震注意情報が発表された場合 

第２配備体制職員は「東海地震注意情報」をテレビ・ラジオ等の報道で知っ

た時は、動員連絡を待つ事なく水道庁舎２階災害対策室へ直ちに参集する。 

イ 東海地震予知情報が発表された場合 

全職員は、動員連絡を待つ事なく水道警戒本部へ直ちに参集する。 

ウ 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合 

第２配備体制職員は「南海トラフ地震臨時情報」をテレビ・ラジオ等の報道

で知った時は、動員連絡を待つ事なく水道庁舎２階災害対策室へ直ちに参集す

る。 

エ 東海地震注意情報の発表、東海地震予知情報の発表及び南海トラフ地震臨時

情報が発表されず、地震が発生した場合 

職員は震度５弱以上の地震が発生した場合は、動員連絡を待つ事なく家族等

の安全を確保した後、速やかに水道災害対策本部へ参集する。 

オ 風水害の発生の可能性を確認できた（早期注意情報発表時）場合 

第２配備体制職員は本部長の指示により水道庁舎２階災害対策室へ直ちに

参集する。 

 カ 風水害により水道施設に被害が発生した場合 

第２配備体制職員は速やかに災害対策業務に従事する。 

 

   ２ 情報収集と初動対応 

  （１） 被害状況の把握 

      初動活動を進行させるのと同時に、水道施設に関する被害状況の把握が必要

となる。早期の迅速かつ正確な被害状況の把握が、後の応急復旧作業を進める

うえで重要となるので留意する。情報収集は水道施設のみだけではなく、応急
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復旧計画の基礎資料となるよう、道路・河川等をはじめとする全般的な被害状

況の収集にも注意を払う。 

    ア 被害状況の収集 

      被害状況を早期に収集するため、以下の方法にて行う。 

    （ア） 初動活動による情報収集 

        各職員は参集時に確認できた水道施設の被害状況を報告書にて提出し、

各復旧班はその被害情報を取りまとめる。 

    （イ） 現地調査 

初動活動で得られなかった情報の不明な点、既に得られた情報を詳細に

確認するため、原則として２人１組で現地調査を行う。 

    （ウ） その他の情報 

・ ラジオ、テレビ等により広域的な情報を様々な角度より得る。 

・ 市民通報による情報を収集する。 

・ 消防署、警察署等各事業所から情報を収集する。 

イ 調査体制 

    （ア） 被害調査に必要な人員を速やかに確保し、配水場施設や水源、重要な管 

       路に調査班を派遣し、被害程度を早期に把握する。 

     （イ） 調査は、職員が行うものとするが、状況に応じて応援協定締結先等に 

依頼する。 

        

  （２） 初動対応 

      初動対応とは、全体的な被害状況が把握できていない状況で、まず行う組織

的な初期対応をいう。 

ア 漏水区間の遮断 

       漏水を確認したら、安全対策を施し、二次災害の防止に努める。 

イ 緊急給水 

災害発生後、病院などで緊急に飲料水が必要な場合は、応急給水班による運     

搬給水を実施するとともに、配水管による早期通水が可能となるように努める。 

 

  （３）  広報活動 

      平常時から災害時の応急給水対策、応急復旧対策などについて正しい知識の

周知徹底を図る。 

      災害発生後は、あらゆる手段を用いて随時適切な情報を提供することにより

市民の混乱を避けるとともに、円滑に応急対策が実施できるように広報活動を

行う。 

      また、災害時の広報は市民のニーズに対応した情報を、応急復旧の進捗にあ

わせ、その時点で活用できる広報手段を最大限に活用し、市民等に周知するよ

う努める。 

    ア 平常時の広報 

    （ア） 広報手段 

        市広報誌（広報やいづ）やホームページを通じて、日頃から災害時に備

えるよう啓発を行う。 

    （イ） 主な広報内容 

       ・ 各家庭での飲料水の備蓄 

       ・ 災害時における応急給水の方法 
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    イ 災害発生直後の広報 

    （ア） 広報手段 

       ・ 市災害対策本部・マスコミ等への情報提供 

       ・ 広報車 

       ・ 同時通報用無線 

       ・ ホームページ 

    （イ） 主な広報内容 

       ・ 水道施設の稼動状況 

       ・ 拠点給水における飲料水の確保状況 

       ・ 応急対策の方法 

       ・ 市民への協力要請（漏水通報等） 

    ウ 応急給水開始後の広報 

      応急給水活動を中心に応急対策の方針を周知し、円滑な応急対策の実施を図

る。また、市災害対策本部を通じ各地域ごとの詳細な情報提供に心がける。 

    （ア） 広報手段 

       ・ 市災害対策本部・マスコミ等への情報提供 

       ・ 広報車 

       ・ 同時通報用無線 

       ・ ホームページ 

 （イ） 広報内容 

       ・ 水道施設の被害状況 

       ・ 応急給水に関する事項（給水場所・時間等） 

       ・ 応急復旧に関する事項 

       ・ 市民への注意事項等（漏水通報、飲用上の注意） 
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第３章 応援要請 

 

１  災害が発生した場合の応援要請 

災害発生後の被害調査を基に立てる応急復旧計画により、必要に応じて市災害対策

本部及び災害時の応援協力に関する協定を締結している各事業体へ応援要請を速やか

に行う。 

 

（１） 日本水道協会 

静岡県支部を通じて中部地方支部へ応援要請を行う。 

 

（２） 自衛隊等 

自ら確保した応援のみでは、応急給水の対応が困難であると判断した場合、

ふじのくに防災情報共有システム（FUJISAN）により、静岡県（水資源課）を

通じて、自衛隊等による応急給水の応援要請を行う。 

 

（３） 応援協定締結先 

水道施設の復旧作業に係る応援要請については、復旧班毎に計画する復旧計

画に基づき必要な人員を総務班と協議し、その要請内容に基づき各応援協定締

結先へ応援要請を行う｡ 

 

  （４） ボランティア等 

応急給水活動等に係る応援要請については、応急給水班が計画する応急給水

計画に基づき必要な人員数等を総務班と協議し、総務班より市災害対策本部等

を通じてボランティア等へ応援要請を行う。 

 

２ 応援の受入れ 

 

（１） 応援者の受入れ 

応援要請により応援協定締結先が到着した場合には、総務班にて受付けを行

い、宿泊場所、食料の配給方法等の説明を行った後、各担当班へ案内する。 

 

（２） 応援者の配備 

応援者を受入れた各担当班では、応援者に対して作業場所、作業内容、体制、

担当責任者、車両・資機材等について必要事項の説明を行い、配備した後、総

務班へ配備先等の情報を連絡する。 
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第４章 応急給水活動 

 

 応急給水活動は、災害発生後に直ちに実施すべき重要課題である。被災した人達は精神 

的に大変不安な状況に置かれており、水の確保・提供を最優先にしなければならない。 

 応急給水の基地から避難所までの運搬にあたり、交通渋滞と倒壊家屋による道路の封鎖 

が障害となることが予想される。給水車による運搬給水には限界がある。 

 よって、できるだけ早い時期に配水管から直接応急給水する方法に切り換える必要があ 

る。 

 

 １ 応急給水体制 

   災害直後から配水管への通水など、時間の経過とともに流動的に推移するものであ 

  るため、市内の情報等を把握し、体制を臨機応変に決定する。 

   さらに、避難所や防災拠点など重要な施設へは最優先で給水できる体制が必要であ 

  る。 

 

（１） 拠点給水 

      運搬給水が可能となるまで、応急給水基地において給水を行うものである。 

ア 応急給水基地の立ち上げ 

水道事業の応急給水基地とは下記の３つの配水場である。立ち上げの優先順

位は職員体制が整ってから祢宜島配水場より順次拡大する。 

 （ア） 祢宜島配水場 配水池   13,000 ㎥ 

 （イ） 中新田配水場 ＰＣタンク 10,000 ㎥ 

 （ウ） 上泉配水場  ＰＣタンク  5,600 ㎥ 

 

（２） 運搬給水 

      運搬給水体制が整い、運搬給水が可能となった場合、応急給水基地において 

給水車への注水作業を行い、応急給水場所に運搬する。 

      応急給水場所は、市地域防災計画で定められた救護病院及び大規模避難所を 

     基本とし、その他必要と認められる場所を市災害対策本部と協議し、選定する。 

      

（３） 仮設給水栓の設置による給水 

設置は以下のとおり行う。 

    ア 応急給水場所 

    イ 各戸給水（１栓の立ち上げ） 

      配水管の復旧により通水が進むに従い、常時給水できる地点を増やし、消火 

     栓や仮設給水管を利用して給水する。通行の障害にならない地点を選定し安全 

     を確保して行う。応援復旧体制が整った段階で行う。 
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（４） 上記（１）～（３）のフロー図は下記のとおりとする。 

 

                 給水内容のフロー図 

 

給水内容 場所 条件 

拠点給水 

応急給水基地 

①祢宜島配水場 

②中新田配水場 

③上泉配水場 

発災から運搬給水が可能となるまでの間 

 

 

給水内容 場所 条件 

運搬給水 

応急給水場所 

①救護病院 

②大規模避難所 

③その他必要と認めら 

れる場所 

運搬給水体制が整い、運搬給水が可能となった場

合 

 

 

給水内容 場所 条件 

仮設給水 

応急給水場所 

①救護病院 

②大規模避難所 

③その他必要と認めら 

れる場所 

応急給水基地以外で仮設給水が可能となった場

合 

各戸給水 応援復旧体制が整った段階 

 

 

  （５） その他の応急給水施設 

    ア サッポロビール貯水槽    2,300 ㎥   

      焼津市地域防災計画に基づき、災害救助の必要な飲料水の確保のため、サッ 

     ポロビール㈱静岡工場と「災害救助に必要な貯水槽等の使用に関する協定書」 

     を締結。（昭和 59 年 8 月 22 日） 

    イ 六軒屋配水場 ＰＣタンク    930 ㎥ 

    ウ 市が管理する主な耐震性貯水槽 

    （ア） 清見田公園内 100t 水槽 

    （イ） 産業会館跡地駐車場内 100t 水槽 

    （ウ） 石津西公園内 100t 水槽 など 

 

 ２ 必要水量の確保 

   災害発生後の飲料水の確保については、下記のとおりとする。 

 

（１） 第１段階（被災から３日目迄） 

     ３㍑／日・人×145,000 人×３日＝1,305 ㎥ 

※ ３㍑／日・人→生命維持用最低必要量であり、体外への排泄量と同程度の量 

ア 家庭等の備蓄水及び受水槽の浄水で給水 

イ 運搬給水が可能となるまでの間は、応急給水基地へ出向いての給水 
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  （２） 第２段階（４日目から７日目迄） 

     ２０㍑／日・人×145,000 人×４日＝11,600 ㎥ 

※ ２０㍑／日・人→炊事、洗面等の最低生活を営むために必要な量 

ア 家庭等の備蓄水及び受水槽の浄水で給水 

イ 運搬給水が可能となるまでの間は、応急給水基地へ出向いての給水 

ウ 運搬給水が可能となった場合は、応急給水場所への運搬給水 

 

  （３） 第３段階（８日目から２８日目迄） 

     ５０㍑／日・人 

※ ５０㍑／日・人→浴用、洗濯のために最低必要な量 

ア 運搬給水が可能となった場合は、応急給水場所への運搬給水 

イ 仮設給水が可能となった場合は、応急給水場所での仮設給水 

 

  （４） 第４段階（２９日目から各戸給水迄） 

     １００㍑／日・人 

※ １００㍑／日・人→不便ではあるが、通常の生活が可能となる最低必要量 

ア 仮設給水が可能となった場合は、応急給水場所での仮設給水 

イ 既設管の修復が可能になった場合は、各家庭１戸１栓程度の給水 

  

 ３ 応急給水における応援の受入れ（詳細は応援要請・応援受入マニュアルによる。） 

（１） 受入れにあたっては下記のものを準備し、応援者に説明をする。 

    ア 応急給水・応急復旧に関する情報 

    イ 拠点給水所・応急給水先・応急復旧必要箇所 

    ウ 水道施設・宿泊所・食料・駐車場に関する情報 

    エ 連絡窓口・各班担当業務 

    オ 応急給水マニュアル・応急復旧マニュアル 

 

 ４ 作業報告（詳細は応援要請・応援受入マニュアルによる。） 

   応援者は下記の報告書を提出する。 

（１） 応急給水（作業指示・報告書）【様式集Ｐ２４】 

（２） 応急復旧作業日報【様式集Ｐ２５】 

（３） 被害調査報告書【様式集Ｐ２６】 

（４） 配水管・道路取付管等の被害状況累計表【様式集Ｐ２７】 

  （５） 応急（給水・復旧）用資機材要求書【様式集Ｐ２８】 

 

 ５ 給水情報の提供 

（１） 総務班が市災害対策本部を通じ、地域毎の給水場所や飲料水の保管方法等に

ついて情報提供を行う。 

  （２） 応急給水班は必要に応じて広報車を利用し、路上広報を行う。 

 

 ６ 資機材の確保 

   応急給水用の資機材は、常に更新や維持管理をして緊急時に備えておく。 

 ※在庫状況は別紙２のとおり 
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第５章 施設復旧活動 

 

 １ 被害状況の収集 

（１） 調査体制 

ア 調査に必要な人員を速やかに確保し、設備の被害状況を速やかに把握する。 

  イ 調査は職員が行うこととし、必要に応じ、応援協定締結先等に依頼するもの

とする。 

 

（２） 現地調査 

ア 原則として２人１組となり、水源から配水場までの施設の被害状況の調査を

行い、班長に報告する。 

イ 調査者はカメラなどで記録し、図面に記入する。 

 

（３） 情報収集 

ア 総務班を通じ、市災害対策本部からの情報を収集する。 

イ 市民の通報より情報を得る。 

ウ 中部電力の被害状況及び復旧の情報を得る。 

エ ラジオ、テレビ等からの情報を得る。 

 

 ２ 被害状況の整理 

（１） 調査により得た被害箇所を図面に明記し、被害状況を簡潔に記入する。詳細

については、竣工図に記録する。 

 

（２） 収集した情報は、整理記録するとともに写真を付け、被害状況が判読できる

ようにする。これらは復旧計画の立案や災害査定時の重要な資料となるのと同

時に、長年にわたり保存すべき資料としても重要である。 

    なお、写真等のデータも紛失することのないよう整理保存する。 

 

 ３ 初動対応 

（１） 電気設備及び非常用発電機 

ア 災害時停電が発生し、自家発電装置も動かない場合、中部電力が送電を再開

した時、火災・感電等の二次災害が発生する可能性があるため、遮断器が切れ

ていることを確認する。（切れていない場合は切る。）計算機などは停止措置を

行う。 

  電気設備の詳細な点検を行い異常箇所が認められないことを確認しないか

ぎり、電気設備を使用しない。 

イ 自家発電に切り替わった場合、目視点検等を行う。異常が見つかった場合、

不良箇所の切り離しを行う。 

 

（２） 飲料水の確保 

ア 配水池の被害状況を確認し、余震に備え、各バルブを閉める。 

イ 各配水池の水量・水質を確認する。 

ウ 自家発電機が設置してある水源の被害状況の確認を行う。 

エ 滅菌装置の点検を行う。 
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（３） 機械設備 

ア 停止中は目視による外観点検を行う。 

イ 電源復旧後、試運転を行い、異音・異常な振動等が無いことを点検する。 

 

 ４ 応急復旧作業の準備 

（１） 事前準備 

    ア 通信 

      無線及び携帯電話を確保し、通信の可否を確認する。 

    イ 燃料の確保 

      発電機用燃料の確保をする。（軽油、重油） 

    ウ 作業用車両 

      作業用車両を確保し、燃料供給場所及び修理工場を確認する。 

    エ 備蓄資機材 

      備蓄資機材を確認し、資機材業者と連絡調整する。 

    オ 工事業者 

       工事業者へ協力要請をし、作業員を確保する。 

 

（２） 応急復旧計画の作成 

ア 応急復旧の目標期間の設定 

  被害状況に合わせ、応急復旧の目標期間を設定する。 

イ 設備復旧計画 

   設備の復旧計画を決定する。 

ウ 担当職員を割当て、必要人員を確保する。 

エ 復旧計画作成に必要な人員を算定し、民間業者へ要請を行い、派遣可能人数 

  を把握する。 

オ 民間業者への応援依頼だけでは人員が不足する場合は、他都市へ応援要請を 

    する必要があるので、具体的な応援要請内容と規模を明らかにする。 

 

（３） 応急復旧順序 

ア 応急復旧の復旧順序 

応急復旧は迅速に行う必要があるので、これらを配慮し復旧作業を進める。 

    （ア） 電気設備 

    （イ） 水源設備 

    （ウ） 着水井、配水池 

    （エ） 配水ポンプ設備 

    （オ） 集中監視設備 

    （カ） 高台設備 

 

 ５ 応急復旧作業 

   応急復旧作業については下記のとおり列記した設備の順に行うものとする。作業の

手順等の詳細については、マニュアル編に基づき行うものとする。 
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  （１） 電気設備 

    ア 被害状況を調査する。 

    イ 被害を受けた設備の施工業者を緊急で手配する。 

    ウ 電源の回復を第一にする。 

エ 電気室の被害が甚大で復旧困難な場合は仮設発電機を接続し、本部の電源を

確保する。（発電機はリースを考える） 

オ 使用可能な部分は回復させ、使用不可能な部分については業者到着後修理を 

     行う。 

 

  （２） 水源設備 

    ア 発電機設置水源の被害状況を調査する。 

    イ 電源確認後運転を行い、水源の濁りを調査する。 

    ウ 被害を受けている水源については発電機設置水源を優先し修繕を行う。 

エ 祢宜島２号、11 号など新しい水源を優先とし停電している場合、仮設発電機

を設置する。 

 

  （３） 着水井 

    ア 被害状況を調査する。 

    イ 祢宜島配水場については受水可能な着水井を使用する。 

    ウ 業者到着後、修繕を行う。 

    エ 取水可能水源を優先し、修繕を行う。 

 

  （４） 配水池 

    ア 被害状況を調査する。 

イ 被害を受けた配水池の切り離しを行い、健全な配水池のみで運転可能となる

ようにバルブ操作を行う。 

    ウ 業者到着後、修繕を行う。 

 

  （５） 配水ポンプ設備 

    ア 被害状況を調査する。 

    イ 被害を受けたポンプの切り離しを行う。 

    ウ 被害の無いポンプについては電気設備回路回復後、試運転を行う。 

    エ 業者到着後、修繕を行う。 

    オ 市内配管網被害調査のための試験送水を行う。 

    カ 試運転は現場班で行う。 

 

  （６） 集中監視設備 

    ア 被害状況を調査する。 

    イ 業者到着後、修繕を行う。 

 

  （７） 高台設備 

    ア 被害状況を調査する。 

    イ 業者到着後、修繕を行う。 

    ウ 配水管復旧後、運転を再開する。 
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第６章  管路復旧活動  

 

 １ 被害状況の収集  

   被害状況を早期に収集するため、下記の業務を分担して行う。  

 （１） 調査体制 

ア 調査に必要な人員をすみやかに確保し、配水管の重要度により調査順位

及び経路を選定する。 

    イ この調査は、原則として職員が行うものとするが、被害状況等に応じて 

     応援団体等に要請する。 

 

  （２） 現地調査 

ア 初動活動で得られなかった情報の空白部分、及び既に得られた情報を詳

細に確認するために、原則として職員２人１組で現地を調査する。  

イ 調査者は、ｶﾒﾗ、配管図、携帯電話、無線、巻尺、ｽﾀｯﾌ、ﾎﾟｰﾙ、黒板等を 

持参して被害状況を記録撮影し、適宜管路復旧班に無線・電話等で報告す

ると共に、必要な指示を求める。  

 

  （３） 情報収集 

    ア 参集職員等からの被害状況を被害状況報告書に記入し、情報をまとめる。 

    イ 総務班を通じ、市災害対策本部からの情報を収集する。  

    ウ 市民の通報により情報を得る。  

    エ ラジオ、テレビ等により、広域的な情報を種々の角度から得る。  

 

 ２ 被害状況の整理と把握  

（１） 情報収集で得られた管路等の被災箇所を、1／10,000、1／1,000縮尺の上

水道管理図に明記して、被災状況を簡潔に記入する。なお、詳細は竣工図

等に記録する。  

 

（２） 収集した情報は、整理記録するとともに適宜写真を貼付して、被災状況

が判読できるようにする。これらは、復旧計画の立案や災害査定時の重要

な資料であると同じに、長年にわたって保存すべき記録資料としても重要

である。 

      なお、写真等のデータも紛失する事がないよう管路毎に整理保存する。  

 ３ 初動対応 

  （１） 緊急遮断弁の閉鎖を確認し、職員２人１組で調査順位及び経路に基づき、  

     基幹管路とこれに直結する配水管のバルブの作動確認を行い、閉鎖する。  
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  （２） 閉鎖したバルブの場所及び日時を上水道管理図に記入する。  

  （３） 作動しないバルブ及び閉鎖できないバルブを整理する。 

 

 ４ 応急復旧作業の準備  

  （１） 事前準備 

    ア 通信 

      無線及び携帯電話を確保し、通信の可否を確認する。 

    イ 作業用車両 

      作業用車両を確保し、燃料供給場所及び修理工場を確認する。  

    ウ 備蓄資機材 

      備蓄資機材を確認し、資機材業者と連絡調整する。 

    エ 工事業者 

       配管工事業者へ協力要請をし、人員を確保する。 

 

  （２） 応急復旧計画の作成  

    ア 応急復旧計画  

    応急復旧は迅速かつ公平に行う必要があるため、これらを配慮しつつ下記  

     の順序で段階を追って作業を進める。  

     (ア)  第１段階 

         基幹管路を復旧する。 

     (イ)  第２段階 

         大規模避難所及び救護病院への管路を復旧する。 

     (ウ)  第３段階 

         その他重要公共施設への管路を復旧する。 

    イ 職員の配置計画  

      応急復旧計画の復旧順位に基づき、段階的な必要人員を算出し、担当職

     員を配置する。  

    ウ 民間業者等への要請計画  

      応急復旧計画の各段階毎に必要な人員及び班数を算出し、配管工事業者

に協力要請する。確保できた配管工事業者を適宜配置する。  

   エ 他都市への応援要請計画  

      民間業者等の応援を得ても、なお人員が不足すると予測される場合は、

他都市へ応援要請する必要があるので、応援の具体的内容と規模を明らか

にする。 

 

 ５ 応急復旧作業 

応急復旧作業については下記のとおり行うものとする。作業の手順等の詳細につい

ては、マニュアル編に基づき行うものとする。 
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  （１） 応急配水操作 

    ア 配水調整 

    イ 水質監視 

    ウ 水圧監視 

 

  （２） 配水管の応急復旧 

    ア 基幹管路（φ400mm 以上の配水管） 

     (ア) 基幹管路及び取り出し管のバルブをすべて閉め、作動及び修繕できない 

       ものを修繕又は新設する。 

     (イ) 配水場側から順次基幹管路の水圧（漏水）確認を行う。 

     (ウ) 破損箇所があれば修繕し、水質を確認しながら通水する。 

     (エ) 配水支管への切り出し仕切弁は閉め切りとし、閉め切り不良の場合は閉

め直しを行うか、仕切弁の切り替えまたは、新設を行う。 

 

    イ 配水支管（φ350mm 以下の配水管） 

     (ア) 大規模避難所、救護病院、重要公共施設、被害の小さいブロックの順で、 

       水圧及び水質を確認しながら通水する。 

     (イ) 道路の崩壊や家屋の倒壊等により通水が困難な管路は、バルブを締め、 

       健全な管路の通水を優先する。 

     (ウ) 前項において、適当な位置にバルブがない場合は、適宜バルブを設置し、

早期通水に努める。 

     (エ) 路線復旧等のため、通水に日数を要する区域については、仮設管を用い

た地上（露出）配管を行い、各戸メーターに接続する。 

 



No. 要綱・協定名 締結先

1 公益社団法人日本水道協会静岡県支部災害時相互応援要綱

2 災害時における応援協力に関する協定書 焼津市管工事協同組合

焼津市建設工業会

協同組合大井川建設業協会

指定給水装置工事事業者
（応援要請・応援受入マニュアル参照）

3 水道用資機材の調達に関する協定書 ㈱コハラ

十菱建材㈱

丸尾興商㈱

山田商工㈱

4 災害救助に必要な貯水槽等の使用に関する協定書 サッポロビール㈱静岡工場

5 災害時における応急給水の実施に関する協定書 静岡県大井川広域水道企業団

6 災害時における水道電気設備の応援協力に関する協定書 ㈱東芝　静岡支店

㈱日立製作所　静岡支店

㈱明電舎　静岡支店

メタウォーター㈱　営業本部中日本営業所

7 災害時における水道機械設備の応援協力に関する協定書 荏原実業㈱　静岡支社

前澤工業㈱　横浜支店

8 災害時における電力供給に関する協定書 ㈱焼津エナジー

9 災害時及び事故時における支援協力に関する協定書 ㈱フューチャーイン

応援に関する要綱・協定一覧表
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№ 資機材 規格 個数 保管場所

1 給水車（ポンプ機能付き） １．７㎥ 2 ・給水車車庫

2 給水タンク（ポンプ機能無し） ２㎥ 1 ・給水車車庫

3 給水タンク（ポンプ機能無し） １㎥ 1 ・給水車車庫

4 可搬式動力ポンプ
φ５０　×　５０
最大吐水量　５２０Ｌ/min

1 ・防災器具庫

5 応急給水器具（レスキュータップ） 8

・防災器具庫
・中新田配水場
・上泉配水場
・ｻｯﾎﾟﾛﾋﾞｰﾙ静岡工
場内機材倉庫

6
飲料水用キャンバスホース（クリー
ンフロー）

4

・防災器具庫
・中新田配水場
・上泉配水場
・ｻｯﾎﾟﾛﾋﾞｰﾙ静岡工
場内機材倉庫

7 双口接手 4
・防災器具庫
・中新田配水場
・上泉配水場

8 引上式スタンドパイプ 9
・防災器具庫
・機材倉庫

応急給水用資機材一覧表

別紙２
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№ 資機材 規格 個数 保管場所

1 給水車（ポンプ機能付き） １．７㎥ 2 ・給水車車庫

2 給水タンク（ポンプ機能無し） ２㎥ 1 ・給水車車庫

3 給水タンク（ポンプ機能無し） １㎥ 1 ・給水車車庫

4 可搬式動力ポンプ
φ５０　×　５０
最大吐水量　５２０Ｌ/min

1 ・防災器具庫

5 応急給水器具（レスキュータップ） 8

・防災器具庫
・中新田配水場
・上泉配水場
・ｻｯﾎﾟﾛﾋﾞｰﾙ静岡工
場内機材倉庫

6
飲料水用キャンバスホース（クリー
ンフロー）

4

・防災器具庫
・中新田配水場
・上泉配水場
・ｻｯﾎﾟﾛﾋﾞｰﾙ静岡工
場内機材倉庫

7 双口接手 4
・防災器具庫
・中新田配水場
・上泉配水場

8 引上式スタンドパイプ 9
・防災器具庫
・機材倉庫

応急給水用資機材一覧表
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